
芝 企 空 第 ４ ０ ３ 号 

令和５年６月１３日 

質 疑 回 答 書 

 

芝山町長 麻生 孝之    

（公印省略）    

 

 芝山町立地適正化計画策定業務委託公募型プロポーザル技術提案書等に対する質問につきまして、

下記のとおり回答します。 

 

記 

 

番号 該当箇所 質問事項 回答 

１ 特記仕様書（案） 

第 13条 2 

連絡に web 会議の活用は可能

でしょうか。 

活用は可能です。 

2 

特記仕様書（案） 

第 19条・第 20条 

災害ハザード情報の収集・整

理及び現状分析・課題整理に

あたり、GISデータの借用は可

能でしょうか。 

可能です。 

3 

特記仕様書（案） 

第 29条 

芝山町立地適正化計画概要版

は第 28 条に記載されたパン

フレットのような構成を想定

しますが、そうした認識でよ

ろしいでしょうか。 

概要版は当該計画書の概要資料と

なっています。構成も含めてご提

案ください。 

4 
特記仕様書（案） 

第 30条（1） 

策定委員会委員への謝金のお

支払いは、当業務の対象とな

りますでしょうか。 

対象外です。 

5 

特記仕様書（案） 

第 31条 

住民説明会は計 2 回開催を想

定とありますが、各回何か所

での開催を想定されています

でしょうか。 

年 1 回・1 か所での開催を予定し

ています。 

6 
特記仕様書（案） 

第 31条 

住民説明会の会場確保や使用

料が必要な場合は、当業務の

対象となりますでしょうか。 

対象外です。 

7 

特記仕様書（案） 

第 32条 

国・県との協議の時期・回数

はどのように予定されていま

すか。または、その点も含め

提案内容する認識でよろしい

でしょうか。 

検討の進捗に応じて各年 1～２回

を予定していますが、その他必要

に応じて協議を行うこととしてい

ます。 

 


